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第８章 計画の推進

第１節 各主体の役割

本計画の円滑な実施のためには、市民・事業者・行政が、それぞれの役割と責任に応じて
積極的に取り組むことが重要です。各主体の役割について、次のように定めます。

１ 市民の役割
家庭から排出される廃棄物の減量・循環的な利用に当たり、循環型社会づくりの担い手

として、より環境負荷の少ないライフスタイルへの転換が求められます。

● 商品の購入・使用に当たって

● 食品の購入・調理・食事に当たって

● ごみの排出に当たって

●その他

○ 無駄なものを買わない。

○ マイバッグ、マイボトル・マイカップの利用や簡易包装製品を選択する。

○ 繰り返し使用できる商品、耐久性に優れた商品、再生利用が容易な商品を選ぶ。

○ 再生品を選ぶ。

○ 故障時は修理するなどしてなるべく長期間使用する。

○ 冷蔵庫や食品庫のチェック、整理を行い、適量、計画的な買い物をする。

○ 期限表示への正しい理解を深め、「てまえどり」の実践に努める。

○ 食品の食べ切りや使い切り、生ごみの水切りに努める。

○ 外食時には適量の注文、食べ残しの削減に努める。

○ 市の分別区分に応じて、適正にごみを排出する。
○ 不要になったもののリユースに取り組み、ごみの減量に努める。

○ 不法投棄・ポイ捨てなどにより環境を汚染しない。

○ 占有または管理する建物や土地を適正に維持管理し、清潔を保つ。



2

２ 事業者の役割
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけ

ればなりません。排出抑制・適正な循環利用・適正な処理に努めるとともに、市が実施す

る施策への積極的な協力や参画が期待されます。

３ 許可業者の役割

４ 市の役割

○ ごみの排出抑制に努める。

○ 資源の循環利用を図り、環境への負荷を最小限に抑えるとともに、再生利用等によ

るごみの減量が可能な許可業者へ処理を委託すること等により、適正処理を図る。

○ 販売した製品や容器包装について、積極的な店頭回収活動に努める。

○ グリーン購入に努める。

○ 環境美化活動等、地域活動に積極的に参画する。

○ 廃棄物の適正な処理の実施を確保することに努め、各種施策を推進するため、適切

に普及啓発や情報提供、環境教育等を行うことにより、市民や事業者の自主的な取

組を促進する。
○ 排出事業者として、率先して排出抑制・適正な循環的利用に努める。

○ 分別等の実施により、できるだけ再資源化等によるごみの減量を行い、適正な循環

利用に努める。
○ 排出事業者に対し、適切な助言を行う。

○ 災害時には、協定等により災害廃棄物処理に協力する。
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PLAN DO

ACTION CHECK

計画の策定

見直し・改善 点検・評価

施策の実行

廃棄物減量等推進審議会

第２節 計画の周知

本計画の推進のため、市の広報やホームページ等により、市民や事業者に対する計画内容

の周知を図ります。

第 3 節 計画の進行管理

本計画は、PDCA サイクルにより、施策の取組状況や目標値の達成状況などを定期的に点

検・評価し、必要に応じた見直し・改善を行っていくことが必要です。毎年度の施策の取組

状況及び目標値の達成状況について、市の広報やホームページ等で公表する他、審議会に報

告し、必要に応じて施策の見直し・改善を行います。

図 4-1 PDCA サイクル


